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地域支えあい推進部地域包括ケア推進課 

 

 

乳幼児健康診査における送迎サービス実証実験への協力について 

 

区は、スマートウェルネスシティの実現に向け、産学官連携による地域包括ケア体制の充

実を図るために「中野区地域包括ケア推進パートナーシップ協定制度」を導入し、これまで

複数の事業者と協定を締結してきた。 

このたび、TOPPAN 株式会社と協定を締結し、同社による送迎サービス実証実験に協力す

ることとしたため、報告する。 

 

１ 実証実験の目的 

すこやか福祉センターにおいて実施する乳幼児健康診査の際の移動手段として、TOPPAN

株式会社が、タクシーを利用した相乗りなどの送迎サービスを試行的に提供し、その利

便性や満足度を検証する。 

 

２ 実証実験の概要 

 利用者  乳幼児健康診査の対象者（3～4か月児及び 3歳児）及び保護者 

 送迎区間 保護者の自宅から各すこやか福祉センターまでの区間 

 利用料金 片道 800 円（上限） なお、相乗りや距離などの利用状況に応じて、上限

の範囲内で料金が変動する。 

 

３ 役割分担 

 TOPPAN 株式会社 送迎サービスの予約受付、配車手配及び利用データの収集・分析等 

 中野区       利用者への周知等、実証実験に協力 
 

４ 実証実験の期間（予定） 

 令和 8年 5月～同年 9月  中部すこやか福祉センターでの実証実験 
 令和 8年 10 月～令和 9 年 3月 各すこやか福祉センターでの実証実験 

 

 


